
相生市新型コロナウイルス対策本部（危機管理課℡２３-７１３２）

一人ひとりが基本的な感染対策を！

そして、新たな日常の実現へ！

市民の皆様には、新型コロナウイルス感染症対策について、

ご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。

国においては、新型コロナウイルス感染症は、法律に基づく

入院措置や外出自粛に見合った「国民の生命及び健康に重大な

影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことなどから、

５月８日からは、法律上の取扱いが「２類相当」から「５類」に

見直しがなされ、季節性インフルエンザ等への対応と同様に、

個人の選択を尊重する対応へ段階的に移行する方針が決定して

おります。

引き続き「三つの密の回避」、「手洗い等の手指衛生」、「効果的な

換気」などの基本的な感染対策を行いながら、新たな日常の実現

に取り組んでいただきますようお願いいたします。

また、令和５年春開始接種として、重症化リスクが高い６５歳

以上の高齢者や基礎疾患を有する方などを対象に、５月８日から

ワクチン接種を開始いたしますので、積極的な接種の検討をお願

いいたします。

皆様のご理解、ご協力を引き続きよろしくお願いいたします。

令和５年５月１日

相生市新型コロナウイルス対策本部 本部長



※春開始接種用の接種券・予診票には令和5年度の押印があります。春開始接種対象者で、お手元に古い

接種券等をお持ちの場合は使用しないでください。

○春開始接種対象者の接種券等について

お問い合わせ先 相生市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター

Tel ０７９１-２３-７１６７(平日8時30分～17時15分) Fax ０７９１-２３-４５９６

春開始対象者 接種券の発行 接種の予約

高齢者(65歳以上） 前回接種から３か月経過後に順次発送します。
接種券に同封の案内チラシに
添って予約してください。

※市外かかりつけ医等で接種を
希望の場合は、直接主治医に
ご相談ください。

基礎疾患を有する方
(５歳以上～64歳以下）

下記のいずれかの方法で7月末までに申請して
ください。申請受付後、順次発送します。

医療機関、高齢者施設、
障害者施設等の従事者

所属先でまとめて、または下記のいずれかの方法
で7月末までに申請してください。申請受付後、順
次発送します。

所属先で接種、または接種券
に同封の案内チラシに添って
予約してください。

新型コロナワクチン接種については、令和5年度の1年間は、現行の特例臨時接種の実施期間が延長
され、自己負担なしでの接種が継続されます。国の審議会等で検討された結果、ワクチンの有効性の持続
期間等から、対象者及び接種時期等は下記のとおりとなっています。

① 春開始接種 ② 秋開始接種

対象者

初回接種(1･2回目接種)を終了した以下の方
・高齢者（65歳以上）
・基礎疾患等を有する方（５歳以上～64歳以下）
・医療機関、高齢者施設、障害者施設等の従事者

初回接種(1･2回目接種)を終了

した5歳以上のすべての方

接種時期 令和５年５月８日～８月末 国において検討中。詳細が決まり

次第、追ってお知らせします。使用ワクチン オミクロン株対応２価ワクチンの使用を基本とする。

新型コロナワクチン令和５年度の接種について (５月号)

○下記のいずれかに該当し、接種を希望される方は、早めにコールセンターへお問い合わせください。
・ 5歳以上11歳以下の初回接種(1･2回目)を終了した方で、オミクロン株対応2価ワクチンを接種していない方 (申込期限：7月中旬頃まで)
・ 生後６か月以上の方で、初回接種を接種していない方(申込期限：令和6年2月中旬頃まで)

コールセンターへのご連絡の際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いします。

5歳以上64歳以下で基礎疾患等がある方及び医療従事者等の接種券の発行申請方法

①パソコン、スマートフォンからの申請（右記QRコードまたは市ホームページから）
②郵送またはＦＡＸによる申請（「接種券発行申請書」は市ホームページに掲載）
③電話による申請（平日8:30～17:15）
④窓口での申請（平日8:30～17:15）

申請先 相生市新型コロナウイルスワクチン接種対策室

電話：0791-23-7167 FAX：0791-43-4596

宛先：〒678-8585 相生市旭一丁目1番3号

場所：相生市立総合福祉会館２階

5歳～17歳 １８歳～６４歳

※電話・FAX は、番号をよくご確認のうえ、
おかけ間違えのないようお願いします。

※予約開始日は、電話または窓口の混
雑が予想されますのでご了承ください。


